
決 定 要 旨 

 

被 審 人（本 店） 東京都千代田区神田佐久間町１丁目９番地 

        （商 号） クラウドゲート株式会社 

           

上記被審人に対する平成２３年度（判）第２５号金融商品取引法違反審判事件につ

いて、金融商品取引法１８５条の６の規定により審判長審判官安木進、審判官松葉知

久、同佐藤しほりから提出された決定案に基づき、金融商品取引法１８５条の７第１

項の規定により、下記のとおり決定する。 

 

記 

１ 主文 

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。 

⑴ 納付すべき課徴金の額 金１８７１万円 

⑵ 課徴金の納付期限   平成２４年１２月２５日 

２ 事実及び理由 

別紙のとおり 

 
平成２４年１０月２２日 

 

金融庁長官 畑 中 龍 太 郎  

 

 

 

 

 



別 紙 
（課徴金に係る金商法１７８条１項各号に掲げる事実（以下「違反事実」という。）） 
被審人は、その発行する株式が札幌証券取引所アンビシャス市場に上場されていた

株式会社（平成２４年３月２３日上場廃止）であるが、 
第１ 平成２１年３月１０日、関東財務局長に対し、虚偽の記載がある第８期事業年

度会計期間に係る有価証券報告書（別表１番号１）及び第９期事業年度中間連結会

計期間に係る半期報告書（別表１番号２）を組込情報とする、有価証券届出書を提

出し、これに基づく募集により、同月２６日、１万９３００株の株式を１億１５８

０万円で取得させ、 
第２ 平成２１年１１月２日、関東財務局長に対し、虚偽の記載がある第９期事業年

度連結会計期間に係る有価証券報告書（別表１番号３）及び第１０期事業年度第２

四半期会計期間に係る四半期報告書（別表１番号４）を組込情報とする、有価証券

届出書を提出し、これに基づく募集により、同月１９日、６６６７株の株式を１億

００００万５０００円で取得させ、 
第３ 平成２２年１２月１日、関東財務局長に対し、虚偽の記載がある第１０期事業

年度会計期間に係る有価証券報告書（別表１番号５）及び第１１期事業年度第３四

半期会計期間に係る四半期報告書（別表１番号６）を組込情報とする、有価証券届

出書を提出し、これに基づく募集により、同月２０日、３万０７７０株の株式を２

億００００万５０００円で取得させ、 
もってそれぞれ、重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集によ

り有価証券を取得させたものである。 
（違反事実認定の補足説明） 
第１ 被審人が争わず、そのとおり認められる事実 

被審人は、前記各違反事実のうち、それぞれ、重要な事項につき虚偽の記載があ

る発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させたものであるとの法的評

価及び各違反事実の成立を争うも、別表１の各継続開示書類にそれぞれ虚偽の記載

があることも含め、外形的事実を争わないから、その外形的事実については、その

とおり認められる（なお、以下では、前記各違反事実に係る増資を「本件各増資」

という。）。 
第２ 争点並びにこれに対する指定職員及び被審人の主張 

争点は、次の①ないし⑤のとおりであり、これに対する指定職員及び被審人の主

張は、それぞれ下記１ないし５のとおりである。 
① 金商法１７２条の２第１項は、発行開示書類に虚偽の記載があることでそれ

がなかったときより多くの出資を得られるような場合以外の場合にも適用され

るか。 



② 金商法１７２条の２第１項に基づいて課徴金を課すための要件として、発行

者に具体的な経済的利得のあることが必要か。必要であるとして、発行者であ

る被審人に具体的な経済的利得があるか。 
③ 前記各違反事実に係る各有価証券届出書（以下「本件各発行開示書類」とい

う。）に、「重要な事項」につき虚偽の記載があるか。 
④ 金商法１７２条の２第１項に基づいて課徴金を課すための要件として、発行

開示書類の虚偽の記載と有価証券を取得させることとの間に因果関係のあるこ

とが必要か。 
⑤ 金商法１７２条の２第１項に基づいて課徴金を課すための要件として、発行

者に虚偽の記載についての故意又はそれに類する責任要素（過失又はそれに類

する落ち度を含む。以下「故意過失等の責任要素」という。）のあることが必要

か。必要であるとして、違反事実第３に係る有価証券届出書の虚偽の記載につ

き、発行者である被審人に故意過失等の責任要素があるか。 
１ 争点①（金商法１７２条の２第１項の適用範囲）について 
⑴ 指定職員の主張 

課徴金制度は、違反行為を抑止し、規制の実効性を確保するという目的を達

成するための行政上の措置で、そのための必要最小限の水準として、違反類型

ごとに一般的・抽象的に想定し得る経済的利得相当額を想定し、これを基準に

法定された算出方法による課徴金を課すものであるが、不当な経済的利得の剥

奪を直接的な目的とするものではなく、その適用に当たり、経済的利得の有無

を考慮しなければならないものではない。また、金商法１７２条の２第１項に

規定する課徴金の算定方法について想定される経済的利得とは、虚偽の記載が

あったことでそれがなかった場合の本来の価格より募集価格が上乗せされるこ

とによる資金調達額の増加であり、被審人が主張するような払込総額の増加で

はない。 
そうすると、金商法１７２条の２第１項は、発行開示書類に虚偽の記載があ

ることでそれがなかったときより多くの出資を得られるような場合か否かにか

かわらず、適用される。 
⑵ 被審人の主張 

課徴金制度は、一次的には、利得を吐き出させることで違反行為の抑止を図

ることをその趣旨とするもので、そのような経済的利得が存在しない場合にま

で、課徴金を課すことは予定されていない。また、金商法１７２条の２第１項

は、財務状況を実際よりも良く見せるなどして、より多額の出資等を誘引し、

経済的利得を得ることを前提としている。 
そうすると、金商法１７２条の２第１項は、債務超過に陥った株式会社を資



金面で支援・救済するために第三者割当が行われた本件各増資のような、発行

開示書類に虚偽の記載があることでそれがなかったときより多くの出資を得ら

れるような場合以外の場合には、適用されないものである。 
２ 争点②（具体的な経済的利得の要否等）について 
⑴ 指定職員の主張 

前記１⑴で述べた課徴金制度の趣旨・目的からは、金商法１７２条の２第１

項に基づいて課徴金を課すための要件として、発行者に具体的な経済的利得の

あることが必要であると解する余地はない。 
また、被審人は、本件各発行開示書類に係る虚偽の記載で募集価格が上乗せ

されることによる資金調達額の増加という経済的利得を得ている。 
⑵ 被審人の主張 

前記１⑵で述べた課徴金制度の趣旨・目的からは、金商法１７２条の２第１

項に基づいて課徴金を課すための黙示の要件として、発行者に具体的な経済的

利得のあることが必要であると解すべきである。 
そして、本件各増資は、債務超過に陥った被審人を資金面で支援・救済する

ために行われた第三者割当増資であり、本件各発行開示書類に虚偽の記載がな

ければ、それだけ出資額が増えていたものであるから、被審人に経済的利得は

生じておらず、違反事実は成立しない。 
３ 争点③（「重要な事項」に係る虚偽の記載の有無）について 
⑴ 指定職員の主張 

金商法１７２条の２第１項の「重要な事項」とは、投資者の投資判断に影響

を与えるような基本的事項、すなわち、その事実について真実の記載がなされ

れば投資者の投資判断が変わるような事項をいう。そして、開示規制の実効性

が確保された市場においては、潜在的な投資者層を含む投資者全体が正確な情

報に基づいて投資を行うなどの利益を享受し得るもので、開示義務違反を理由

とする課徴金の賦課は、一部の株主に負担を与えるという側面はあるが、この

ような投資者全体の利益を保護し、金商法の目的にも適合する。したがって、

先に述べた投資者の投資判断に対する影響の有無については、現に出資を行っ

た者に限らず、潜在的な投資者層を含めた投資者全体を基準として判断すべき

である。 
本件各発行開示書類に係る虚偽の記載の金額及び割合は相当大きく、潜在的

な投資者層を含めた投資者全体の投資判断に影響があるから、本件各発行開示

書類には、「重要な事項」につき虚偽の記載がある。 
⑵ 被審人の主張 

金商法１７２条の２第１項にいう「重要な事項」とは、その事実について真



実が明らかになれば投資判断に影響が生じるものをいう。この投資判断の影響

については、投資の目的等を一切捨象した潜在的な投資者層を含めた投資者全

体を前提に判断するとすれば、あらゆる虚偽記載が対象となってしまい、「重要

な事項」という要件の意味が無に帰するから、虚偽記載のある発行開示書類に

係る有価証券の発行等がどのような目的でどのような投資者を対象に行われた

かという具体的事実を前提に判断すべきである。 
本件各増資に応じた者は、いずれも、本件各発行開示書類に虚偽の記載がな

くても、それぞれに係る第三者割当に応じることを決定しており、それぞれの

虚偽の記載は、投資判断に影響が生じるものではなかったから、本件各発行開

示書類には、「重要な事項」につき虚偽の記載があるとはいえない。 
４ 争点④（因果関係の要否等）について 
⑴ 指定職員の主張 

金商法１７２条の２第１項に基づいて課徴金を課すための要件としては、発

行開示書類の虚偽の記載と有価証券を取得させることとの間に因果関係のある

ことは必要でない。同項の規定上、要求されているのは、重要な事項につき虚

偽の記載がある発行開示書類の提出、その発行開示書類に基づく募集、及びそ

の募集により有価証券を取得させることのみであるし、実質的にも、このよう

な因果関係を多数存在し得る有価証券の取得者ごとに要求することは、制度の

積極的かつ効率的な運営により、違反行為の抑止を図り、規制の実効性を確保

するという課徴金制度の趣旨・目的に反し、妥当でないからである。 
なお、重要な事項につき虚偽の記載がある継続開示書類を提出する行為と、

その継続開示書類を組込情報とする有価証券届出書を提出し、これに基づく募

集により有価証券を取得させる行為とは、別個の違反行為であり、両者に課徴

金を課したとしても、憲法３９条の理念に反しないことは明らかである。 
⑵ 被審人の主張 

金商法１７２条の２第１項に基づいて課徴金を課すための要件としては、発

行開示書類の虚偽の記載と有価証券を取得させることとの間に因果関係のある

ことが必要である。同項の文理を素直に解釈すれば、このように考えるほかな

いし、このような因果関係を不要とすると、組込方式による有価証券届出書の

場合、組み込む継続開示書類に虚偽の記載があれば有価証券届出書にも虚偽の

記載があることになり、１つの虚偽記載という行為について金商法１７２条の

２第１項及び１７２条の４第１項が適用され、二重に課徴金が課されることに

なって、憲法３９条の理念に明らかに反するからである。 
本件各増資に応じた者は、本件各発行開示書類の記載内容を信用したからで

はなく、債務超過に陥った被審人を資金面で支援・救済するため、第三者割当



に応じたもので、上記因果関係はないから、違反事実は成立しない。 
５ 争点⑤（故意過失等の責任要素の要否等）について 
⑴ 指定職員の主張 

課徴金制度は、違反行為の抑止を図り、規制の実効性を確保するための行政

上の措置で、経済的利得の吐き出しに付随する制裁的効果を趣旨としていない

以上、刑事罰と異なり、故意過失等の責任要素は要求されない。また、公認会

計士法上の課徴金については、故意又は過失が要件として明文で規定されてい

ること等からすれば、金商法上の課徴金の要件として、明文の定めがないのに、

故意過失等の責任要素が要求されているとは解されない。 
したがって、金商法１７２条の２第１項に基づいて課徴金を課すための要件

として、発行者に虚偽の記載についての故意過失等の責任要素のあることは必

要でない。 
⑵ 被審人の主張 

課徴金制度は、経済的利得の吐き出しに付随して制裁的効果もその趣旨とし

ている以上、故意過失等の責任要素が必要であると解することが合理的である。

このように解しないと、課徴金制度の導入に際し、刑事罰の謙抑主義的運用が

その理由の一つとされていたのに、刑事罰が想定されていなかった事象までが

課徴金の対象となり、本末転倒であるし、このような責任要素が全くない者に

機械的に課徴金を課したところで、何ら抑止効果はなく、一般予防にもならな

い上、比例原則に反することとなるからである。 
そうすると、金商法１７２条の２第１項に基づいて課徴金を課すための要件

としては、発行者に虚偽の記載についての故意過失等の責任要素が必要である

と解すべきである。 
別表１の番号５及び６の各継続開示書類に係る虚偽の記載は、いずれも被審

人の前代表者らによる不適正な会計処理等に起因するもので、違反事実第３に

係る有価証券届出書は、この会計処理等に関与していない被審人の現代表者が、

その不適正な会計処理等が発覚していない状況の下、上記有価証券届出書を作

成・提出したことで、結果的に虚偽の記載となったものにすぎない。また、被

審人の現代表者は、上記作成・提出に先立ち、独立監査人から財務諸表等及び

内部統制に係る監査証明を受け、第三者委員会による調査を実施するなどの確

認・調査を尽くしたが、上記不適正な会計処理等が極めて複雑かつ巧妙に行わ

れていたため、これらの監査証明及び調査においても、不適正な会計処理等を

疑わせる意見等はなかった。このように、違反事実第３に係る有価証券届出書

の虚偽の記載について、発行者である被審人ないしその現代表者に故意過失等

の責任要素はなかったものである。 



第３ 争点に対する判断 
１ 金商法１７２条の２第１項の適用範囲（争点①）について 
⑴ 課徴金制度は、金商法に係る違反行為を抑止し、規制の実効性を確保すると

いう行政目的を達成するため、金商法の一定の規定に違反した者に対し、金銭

的負担を課す行政上の措置である。 
このような課徴金制度の趣旨・目的からすると、課徴金の水準については、

本来的には、違反者の経済的利得にはとらわれず、抑止効果との兼ね合いで決

定されるべきものである。ただ、課徴金制度が金商法に新たに導入される制度

であることから、違反行為による経済的利得に相当する額が、違反行為を抑止

し得る必要最小限の水準として採用された。 
そして、課徴金制度は行政上の措置であるため、算定基準は明確なものであ

ることが望ましく、また、課徴金制度の積極的かつ効率的な運営により、抑止

効果を確保するためには算定が容易であることが必要であるから、課徴金の額

については、先に述べたところを前提として、違反類型ごとに、その違反行為

により違反者の得ることが一般的・抽象的に想定し得る経済的利得に相当する

額に基づいて機械的に算定する方式が採用されている。 
⑵ このことを前提として、金商法１７２条の２第１項は、虚偽記載のある発行

開示書類の提出につき、実際よりも有利な記載を行うことで有価証券の募集価

格が虚偽記載のなかった場合の価格より上乗せされたものとなり、発行者に帰

属する資金調達額が増額する、あるいは、より有利な条件で発行することがで

きると考えられることに着目し、違反行為により違反者の得ることが一般的・

抽象的に想定し得る経済的利得に相当する額に基づいて機械的に算定した額と

して、経済的利得の有無とは無関係に、発行価額の総額に一定の率を乗じた額

の課徴金を課すことを定めている。 
このことは、開示制度の実効性の確保が、正確な情報に基づき投資できる等

の利益を投資者全体が享受できる市場の前提であり、その確保のためには、経

済的利得の有無と無関係に、開示制度に違反する行為そのものが抑止されるべ

きことからしても、合理的なものである。 
⑶ このように、課徴金制度の下では、その趣旨・目的のため、違反者が現に経

済的利得を得たか否かという個別的事情とは無関係に、所定の方式により機械

的に算定される額の課徴金を課すこととされており、金商法１７２条の２第１

項も、このことを前提としている。 
したがって、金商法１７２条の２第１項は、発行開示書類の虚偽の記載があ

ることでそれがなかったときより多くの出資を得られるような場合以外の場合

にも適用されるものである。 



被審人の主張（前記第２の１⑵）は、違反行為による経済的利得に相当する

額が課徴金の水準とされた点を局所的にとらえ、課徴金制度の趣旨・目的、課

徴金の額の算定方法の機械的側面及びそのような方式が採用された経緯、理由

等を考慮していないもので、採用することができない。 
２ 具体的な経済的利得の要否等（争点②）について 

金商法１７２条の２第１項は、その文言上、課徴金の納付を命ずる要件として、

虚偽記載のある発行開示書類を提出した発行者が実際に経済的利得を得たことを

要求していない。これは、前記１で述べたとおり、課徴金制度が、違反者が現に

経済的利得を得たか否かという個別的事情とは無関係に、所定の方式により機械

的に算定される額の課徴金を課すものであり、金商法１７２条の２第１項も、こ

のことを前提としているからである。 
そうすると、金商法１７２条の２第１項に基づいて課徴金を課すための要件と

して、発行者に具体的な経済的利得のあることは必要でない。 
３ 「重要な事項」に係る虚偽の記載の有無（争点③）について 
⑴ 開示制度の実効性の確保は、現に投資している者だけでなく、これから投資

することを検討している者を含めた投資者全体が正確な情報に基づき投資でき

る等の利益を享受できる市場の前提である。金商法１７２条の２第１項は、こ

のような開示制度の実効性を確保するため、虚偽記載のある発行開示書類の提

出そのものを抑止すべく、虚偽記載のある発行開示書類を提出した発行者に対

し、課徴金を課すこととしたものである。 
そうすると、金商法１７２条の２第１項の「重要な事項」とは、投資者一般

を基準として、投資者の投資判断に影響を与えるような基本的事項、すなわち、

その事実について真実の記載がなされれば投資判断が変わるような事項をいう

ものと解するのが相当である。 
被審人の主張（前記第２の３⑵）は、発行開示書類が一たび提出されれば、

その発行開示書類に係る有価証券の発行等の目的、対象者等にかかわらず、そ

の発行開示書類が公衆の縦覧（金商法２５条１項）に供され、有価証券の投資

者全体がその発行開示書類を投資判断の基礎とすることとなる点を捨象してい

るもので、採り得ない。 
⑵ 本件各発行開示書類の虚偽の記載は、それぞれ、組込情報である各継続開示

書類に係る別表１記載の虚偽の記載である（前記第１）。これらの虚偽の記載は、

単体又は連結の経常損益、純損益又は純資産額という、投資判断において一般

的に重要な指標となる財務状況に係る項目のものである上、虚偽の額と真正な

額との乖離の程度も、金額にして、約６０００万円ないし約４億円という多額

に上り、また、差異率（記載された虚偽の額から真正な額を差し引いた額を当



該虚偽の額で除して得た割合の絶対値）にして、小さくても２０％を、大きい

ものでは４００％を、超えるものとなっている（別表２参照）。 
このような虚偽の記載に係る項目及び虚偽の額と真正な額との乖離の程度に

かんがみると、本件各発行開示書類の虚偽の記載は、いずれも、投資者一般を

基準として、真実の記載がなされれば投資判断が変わるような事項についての

ものといえるから、本件各発行開示書類には「重要な事項」につき虚偽の記載

がある。 
４ 因果関係の要否等（争点④）について 

金商法１７２条の２第１項は、開示制度の実効性を確保するため、虚偽記載の

ある発行開示書類の提出そのものを抑止すべく、その提出を違反行為としたもの

である（前記３⑴）。そうであるにもかかわらず、同項が、発行開示書類に基づく

募集により有価証券を取得させたことを、課徴金を課すための要件として加えた

のは、違反行為により違反者の得ることが一般的・抽象的に想定し得る経済的利

得に相当する額に基づいて課徴金の額を機械的に算定する前提として、一般的・

抽象的に想定し得る経済的利得を基礎付ける事象を定めたものにすぎない。同項

が、「重要な事項につき虚偽の記載があ…る発行開示書類を提出した発行者が、当

該発行開示書類に基づく募集…により有価証券を取得させ…た」と規定して、発

行開示書類に基づく募集と有価証券の取得との対応を要求する一方、虚偽の記載

と有価証券の取得との対応を要求していないのは、そのためである。 
したがって、金商法１７２条の２第１項に基づいて課徴金を課すための要件と

して、発行開示書類の虚偽の記載と有価証券を取得させることとの間に因果関係

のあることは、文理上も実質的にも、必要でない。 
被審人の主張（前記第２の４⑵）は、文理上考え得る解釈を示しただけで、上

記実質面を考慮していないし、また、いわゆる組込方式が発行開示書類の作成に

係る負担を軽減するための措置にすぎず、継続開示書類の提出と発行開示書類の

提出とはそれぞれ別個の行為として異なる規制を受けることを看過したものであ

り、採用することができない。 
５ 故意過失等の責任要素の要否等（争点⑤）について 

課徴金制度は、違反行為の反社会性ないし反道徳性に着目し、これに対する責

任非難を基礎とした制裁として課される刑事罰とは異なり、違反行為を抑止し、

規制の実効性を確保するという行政目的を達成するための行政上の措置であって、

責任非難を基礎とするものではない（それゆえに、課徴金の額は、機械的に算定

され、違反行為の態様等に応じた調整がなされることはない。）。これに対し、課

徴金を課すための要件として主観的要素を要求すべき違反類型については、金商

法上、主観的要件が個別に定められている（その例として、金商法１７２条の２



第２項、５項等）。 
これらの課徴金制度の性質ないし金商法の規定ぶりにかんがみると、課徴金を

課すための要件として、明文の定めもなしに、故意過失等の責任要素が一般的に

要求されているとは解されず、金商法１７２条の２第１項に基づいて課徴金を課

すための要件としても、明文の定めがない以上、発行者に虚偽の記載についての

故意過失等の責任要素のあることは、必要でない。 
この解釈に係る被審人の主張（前記第２の５⑵）は、その前提となる課徴金制

度や、また、それが導入された背景として、刑事罰には謙抑性・補充性の原則が

存在するため、刑事罰を課すに至らない程度の違反行為が結果として放置されて

しまうことが指摘されていたことを正解していないもので、採ることができない。 
第４ まとめ 

よって、被審人が重要な事項につき虚偽の記載がある本件各発行開示書類を提出

し、これらに基づく各募集により、それぞれ有価証券を取得させたことが認められ

る一方、被審人の主張は、いずれも理由がない。 
なお、関係各証拠（乙９、１３、１５、２３、２４、２８、被審人代表者）によ

れば、別表１の番号５及び６の各継続開示書類に係る虚偽の記載が被審人の前代表

者らによる不適正な会計処理等に起因するものであること、被審人の現代表者が違

反事実第３に係る有価証券届出書を作成・提出した時点の状況、これに先立つ調査

の状況等は、おおむね被審人の主張（前記第２の５⑵）するとおりであると認めら

れる。しかし、上記有価証券届出書は、これに係る第三者割当による新株発行につ

き、取締役会の決議を経た上、被審人の通常の業務執行の過程で作成・提出されて

いる（甲３、乙２４）上、上記不適正な会計処理等は、被審人の前代表者らが行っ

ているのである。そうすると、重要な事項につき虚偽の記載のある上記有価証券届

出書の提出は、被審人の行為にほかならず、被審人の主張に係る上記事実関係があ

るからといって、課徴金を課すことの妨げとなるものではない。 
（法令の適用） 
各違反事実につき、それぞれ、金商法１７２条の２第１項１号、３項、５条１項、

３項、１７６条２項 
（課徴金の計算の基礎） 
金商法１７２条の２第１項１号の規定により、重要な事項につき虚偽の記載がある

発行開示書類に基づく募集により取得させた株券等の発行価額の総額の１００分の

４．５に相当する額が課徴金の額となることから、 
第１ 違反事実第１に係る課徴金の額は、１億１５８０万円に１００分の４．５を乗

じた額（５２１万１０００円）につき、金商法１７６条２項の規定により、１万円

未満を切り捨てて５２１万円 



第２ 違反事実第２に係る課徴金の額は、１億００００万５０００円に１００分の４．

５を乗じた額（４５０万０２２５円）につき、金商法１７６条２項の規定により、

１万円未満を切り捨てて４５０万円 
第３ 違反事実第３に係る課徴金の額は、２億００００万５０００円に１００分の４．

５を乗じた額（９００万０２２５円）につき、金商法１７６条２項の規定により、

１万円未満を切り捨てて９００万円 
となる（これらの課徴金の計算の基礎となる事実は、被審人が争わず、そのとおり認

められる。）。 
以 上 

 



会計期間
財務計算に
関する書類

内容（※） 事由

平成19年１月１日
～同年12月31日の

会計期間
損益計算書

経常損益が▲１３１百万円であると
ころを５４百万円と、当期純損益が
▲１９１百万円であるところを５６
百万円と、各記載

平成19年１月１日
～同年12月31日の
連結会計期間

連結
貸借対照表

連結純資産額が４００百万円である
ところを７６０百万円と記載

中間連結
損益計算書

連結経常損益が▲２６０百万円であ
るところを▲１９０百万円と、連結
中間純損益が▲２６９百万円である
ところを▲２１１百万円と、各記載

中間連結
貸借対照表

連結純資産額が２３７百万円である
ところを６４９百万円と記載

３
第９期事業年度

連結会計期間に係る
有価証券報告書

平成20年１月１日
～同年12月31日の
連結会計期間

連結
貸借対照表

連結純資産額が▲５１９百万円であ
るところを▲３８９百万円と記載

・ソフトウェアの過大計上
・コンテンツの過大計上
・貸倒引当金の過少計上 等

４
第10期事業年度

第２四半期会計期間
に係る四半期報告書

平成21年４月１日
～同年６月30日の
第２四半期会計期間

四半期
貸借対照表

純資産額が▲４１５百万円であると
ころを▲２８０百万円と記載

・ソフトウェアの過大計上
・コンテンツの過大計上　等

５
第10期事業年度
会計期間に係る
有価証券報告書

平成21年１月１日
～同年12月31日の

会計期間
貸借対照表

純資産額が▲８３百万円であるとこ
ろを４２百万円と記載

・貸倒引当金の過少計上
・ソフトウェアの過大計上
・コンテンツの過大計上 等

６
第11期事業年度

第３四半期会計期間に係る
四半期報告書

平成22年７月１日
～同年９月30日の
第３四半期会計期間

四半期
貸借対照表

純資産額が▲１２８百万円であると
ころを▲３１百万円と記載

・貸倒引当金の過少計上
・ソフトウェアの過大計上
・コンテンツの過大計上　等

虚偽記載
番
号

【別表１】

開示書類

※　金額は、百万円未満切捨てである。
　　また、▲は、損益計算書では損失であることを、貸借対照表では債務超過であることを、それぞれ示す。

平成20年１月１日
～同年６月30日の
中間連結会計期間

・架空売上の計上
・ソフトウェアの過大計上
・コンテンツの過大計上　等

・架空売上の計上
・ソフトウェアの過大計上
・コンテンツの過大計上　等

１

２

第８期事業年度
会計期間に係る
有価証券報告書

第９期事業年度
中間連結会計期間に係る

半期報告書



【別表２】

財務計算に
関する書類

項目
記載された
虚偽の額

真正な額 差額 差異率（％）

経常損益 ５４ ▲１３１ ▲１８５ ３４２．５

当期純損益 ５６ ▲１９１ ▲２４７ ４４１．０

連結貸借対照表 連結純資産額 ７６０ ４００ ▲３６０ ４７．３

財務計算に
関する書類

項目
記載された
虚偽の額

真正な額 差額 差異率（％）

連結経常損益 ▲１９０ ▲２６０ ▲７０ ３６．８

連結中間純損益 ▲２１１ ▲２６９ ▲５８ ２７．４

中間連結貸借対照表 連結純資産額 ６４９ ２３７ ▲４１２ ６３．４

財務計算に
関する書類

項目
記載された
虚偽の額

真正な額 差額 差異率（％）

連結貸借対照表 連結純資産額 ▲３８９ ▲５１９ ▲１３０ ３３．４

財務計算に
関する書類

項目
記載された
虚偽の額

真正な額 差額 差異率（％）

四半期貸借対照表 純資産額 ▲２８０ ▲４１５ ▲１３５ ４８．２

財務計算に
関する書類

項目
記載された
虚偽の額

真正な額 差額 差異率（％）

貸借対照表 純資産額 ４２ ▲８３ ▲１２５ ２９７．６

財務計算に
関する書類

項目
記載された
虚偽の額

真正な額 差額 差異率（％）

四半期貸借対照表 純資産額 ▲３１ ▲１２８ ▲９７ ３１２．９

本件虚偽記載の内容

※「財務計算に関する書類」欄は各継続開示書類において虚偽の記載のある財務計算に関する書類の名称を、
「項目」欄はその書類中において虚偽の記載がなされた項目を、それぞれ示す。
※差額とは、真正な額から記載された虚偽の額を引いた額である。
※差異率とは、差額を記載された虚偽の金額で除して得た数の絶対値に１００を乗じたもの（小数点第二位以下切
捨て）である。
※「記載された虚偽の額」、「真正な額」及び「差額」欄の単位は百万円である。
※「記載された虚偽の額」及び「真正な額」欄の▲は、損益計算書では損失であることを、貸借対照表では債務超過
であることを、それぞれ示す。また、「差額」欄の▲は、負の数であることを示す。

第１０期事業年度会計期間に係る有価証券報告書（別表１番号５）

第１１期事業年度第３四半期会計期間に係る四半期報告書（別表１番号６）

第９期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書（別表１番号３）

第１０期事業年度第２四半期会計期間に係る四半期報告書（別表１番号４）

第８期事業年度会計期間に係る有価証券報告書（別表１番号１）

損益計算書

第９期事業年度中間連結会計期間に係る半期報告書（別表１番号２）

中間連結損益計算書
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